
は じ め に

フランス中世史学界における財政史研究は，現在最も多産な研究分野のひと

つといっても過言ではない。実際，中世財政・租税に関する個別論文が着実に

蓄積されている一方で，１９９０年代後半から現在に至るまで主要な（著名な）国

際研究集会においても財政あるいは租税がテーマとして掲げられて続けてい

る(1)。研究の多くは最初は制度的側面の考察に集中していたが，近年は国際的

な制度比較にとどまらず，制度を作り，動かす人的側面や理論的側面にも関心

が広がってきており，ますます活発な研究分野となっている。こうした研究活

性化に呼応するかのように，研究素材である財政・租税関係諸記録そのものに

対する関心も強くなってきている。

フランス中世史学界において，史料論的観点から財政・租税関係諸記録を考

察する試みは，これまで財政・租税制度を扱う個別論文あるいは都市行・財政

史モノグラフィーにおいてなされてきたが，それはあくまで本格的な史料分析

のための史料批判の一環として，いわば予備的考察という性格のものであった。

財政・租税制度の解明を最終目的とする史料分析を応用研究と位置づけると，

財政・租税関係諸記録そのものに対するいわば基礎研究は，意外なほど最近芽

生えてきた動向なのである。すなわち，岡崎敦氏の言を借りれば，「史料は現

実との関係では何を語っているのか（史料の生成），我々がそれを知ることが

できるのはなぜなのか（史料の伝来），そもそも現実を「史料」として認識す

る歴史家の作業とは何か（歴史家の史料認識論），などの問いかけ」(2)は，よう
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やくその重要性が認識されてきており，とりわけ本稿が対象とする中世財政・

租税関係諸記録に限っていえばそうである。ただし断っておくが，財政史家が

史料そのものに対する深い知識を持たずにこれまで研究を行ってきたというわ

けでは決してなく，歴史家個人が若き日々から文書館などで徒弟修業の如く養

い，習得し，積んできた勘・知識・経験を，公に発信することなく個人情報と

して保持してきた段階から，現在は情報として共有する段階に来ているといい

たいのである。

本稿は，筆者の中世後期都市財政・税制史研究の一環として，１９９０年代から

２００７年までの間に刊行されたフランス中世後期財政・税制に関する膨大な業績

の中で，特に史料論的分析を含む仕事について学界動向整理の観点から紹介を

試みたものである（ただし紙幅の関係上，２０００年以降の研究動向に比重を置い

ている）。本稿の末尾には基本的な研究文献４２点を整理している。本稿では紙

幅の制限により，詳細な研究動向を描くことはできない（史料論を含むフラン

ス中世財政・租税史の研究動向については別稿を準備しており，そこでは２００

を超える文献を整理する予定である）。そこで以下では，まず史料刊行の現状

とその特徴を概観し，次にフランス中世財政・租税史で主たる素材として利用

される史料類型に関して研究動向をまとめる。続いて財政・租税史に関連する

いくつかの補完的分野における研究成果に触れ，最後にフランス学界における

中世後期財政史料論研究における今後の課題を提示したい。

１．史 料 刊 行

史料論の観点から学界動向を整理する際に，史料刊行がどのような状況にあ

るかを確認する必要があるだろう。この点についてフランス学界では，中世都

市財政・租税史，さらには都市行政にかかわる史料集の刊行は，非常に盛んに

なってきているといえるだろう。しかも史料編纂の方法論（転写およびエディ

ションの規準）も精緻なものとなっており，それは１９世紀後半から２０世紀初頭

にかけて地方学会を主体として盛んに行われた史料刊行事業と比べても遥かに

向上している(3)。
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ここ１０数年における刊行史料は次のようなものである。まず初めに Baux et

Chabaud［１］は，１３世紀中葉から１４世紀中葉までのケルシー地方諸都市（カ

オール Cahors，フィジュアク Figeac，グルドン Gourdon，マルテルMartel，カ

ジャール Cajarc）の行・財政関係史料抜粋刊行であり，それぞれの都市に伝来

する慣習法文書をはじめとして，都市会計簿，タイユ帳簿，都市防備施設関係

文書などの一部を解説付きで掲載しており，都市に伝来する史料について一定

のイメージを掴むのに便利である。また写真も豊富で視覚的な理解も助けられ

る。

ボルドー地方の小都市カディヤク Cadillac，そしてサン＝テミリヨン Saint-

Émilionに伝来する都市会計簿と都市行政・法制史料を整理した Bochaca et

Micheau［２］［３］［４］は，それぞれ小都市カディヤクの会計簿１０冊（１４５７～１４６８），

サン＝テミリヨン会計係作成による会計簿（１４７０～１４７１），サン＝テミリヨン

市当局と都市およびバンリュ住民との間でボルドー高等法院に提起された訴訟

記録（１４９５～１４９８；１５１２～１５１６）である。［４］は，都市税制をめぐる紛争に関

するものである。小都市における財政状況と租税をめぐる紛争の経緯が理解で

き，とりわけ訴訟記録には担税者の生の声が描かれているので貴重な史料であ

る。

ポワチエ中世史の泰斗 Favreauによる［５］は，イングランド統治下にあるラ・

ロシェル La Rochelle，サントンジュ Saintonge，アングレーム Angoulêmeの都

市会計簿をそれぞれ一年度分刊行したもので，対象年次はそれぞれ１３６０～１３６１，

１３６１～１３６２，１３６１～１３６２である。ほぼ同じ時期の会計簿であるので，都市財政

の相互比較が可能であるという点で興味深い史料集である。

Lodge［６］は，モンフェランMontferrandのコンスル会計簿（１２７３～１３１９）を

厳密な史料編纂の手法に則って国立古文書学校研究叢書の１冊として刊行され

たもので，本書の序ではモンフェランのアーカイヴズの歴史，モンフェラン都

市会計簿の伝来状況，都市会計簿の時代の都市史概観，オーヴェルニュ・オッ

ク語史料としての価値について論じられている。財政構造の分析よりも言語分

析に比重がおいてあるが，比較的早い時期の都市会計簿であるので，１３世紀に

おける財政を考察するのによい比較材料となる。
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Nos［７］は，１５世紀モンタニャクMontagnacの都市会計簿を編纂したもので，

１４２４～１４２８，１４３４～１４８０年間の会計記録全体が掲載されており，全２巻本の大

部なものである。基本的にオック語で書かれた貴重な史料であると共に，１５世

紀都市社会に関する情報の報告でもあるため，史料集の序において市政運営，

経済，習慣，貨幣と価格，食料などに関する考察がなされ，これら諸問題につ

いての詳細な解説とオック語の説明も付されていて，親切で丁寧な史料集であ

る。

Vignoles［８］は，サン＝タントナン Saint-Antoninの都市会計簿（１３２５～１３２６，

１３５８～１３５９，１３６２～１３６３）を編纂したものであるが，これもまたオック語史料

としての価値を踏まえたうえで刊行されたもので，残念ながら史料分析に関す

る記述はない。また会計簿に映し出された財政制度の分析もない。しかしこれ

も１４世紀前半に関する比較的早い時期の会計簿であるので，都市財政制度の比

較という観点から利用価値を持つ(4)。

都市会計簿の刊行史料は以上のとおりであるが，会計記録の単年度分や一定

部分を論文の参考史料として刊行する研究者も多く，例えばブレスト大学教授

ケレルヴェやパリ第２大教授リゴディエールの仕事がそうである(5)。

都市会計簿の良好な刊行状況に比べて，後述する税額査定帳簿や租税帳簿の

刊行は近年ほとんど見られない。これは，この種の記録が都市会計簿と違って，

長期にわたり保存されるような性格のものではないこと（ほとんどは利用期間

を過ぎれば廃棄されるので伝来数が少ない），伝来している場合でもこうした

記録があまりにも大部であること，都市会計簿に比べて利用する際に必要され

る基礎知識が膨大であり（会計簿を利用する場合は，基本的にそれに関する知

識で使える。しかし税額査定帳簿の場合，地域における専門用語・課税システ

ム・課税様式・政治的勢力関係を理解し，そしてさらに記録作成マニュアルで

ある都市評議会作成の規約 règlement(6)がないと解釈と利用は困難である），ま

た記録そのものも叙述が平板で面白味に欠けること（とりわけ直接税タイユや

フアージュの帳簿は，人名，担税額，時々職種名が記載されるだけで，十数年

分を全部まとめて刊行するようなプロジェクトがない限りは刊行されることは

ないだろう），から刊行されることはめったにない（刊行される場合でも，断
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片的なものにとどまる）。なお税額査定帳簿については，これまでウォルフと

リゴディエールによりそれぞれ別個に行われた史料刊行が長い間代表的な仕事

であったが(7)，現在１４６４年ヴィヴァレ地方のエスチームが刊行準備中である。

これが刊行されれば中世フランスに関してもっとも大部で情報豊かな税額査定

帳簿の刊行となる。この点については後述したい。

２．財政・租税史料論

中世財政・租税史料論に関しては，決定版と呼びうるような研究はまだ現れ

ていない(8)。かの有名なルーヴァン・カトリック大学の中世史研究所が長きに

渡り刊行し続けている「西洋中世史料類型」シリーズでも，ソッソン担当の都

市会計簿の巻はいまだに出ていない。税額査定帳簿の一種である戸数調査簿は，

アルヌール(9)によってすでに１９７６年に刊行されているにもかかわらず，である。

そもそも財政・租税記録は，伝来は豊富であるが散在しており，不均質であ

り，目録化も簡素なものに過ぎない。史料の伝来は偶然の賜物である場合も多

く，これまで明確かつ系統的な類型化もされておらず，税制記録や会計簿の束

に整理されていない場合は他の記録の束の中に紛れ込んでいる場合も多い。本

稿では，便宜的に財政・租税史料として，会計簿，租税帳簿，税額査定帳簿，

間接税関係記録の４類型を想定して，研究動向を追ってゆきたい。

会計簿（comptes municipaux）

筆者は，１９９０年代初頭に都市会計簿を基本史料として都市財政史研究に着手

した際に，史料をどのような方法で分析し，考察するか，その際に注意すべき

点は何かについて理解するために，さまざまな文献に当たった。そのときに導

きの糸となったのはヨーロッパ学界における財政史研究進展の契機となったベ

ルギーの歴史研究・出版機関 Centre Pro Civitate主催の国際研究集会『１３世紀

から１６世紀までの都市財政と会計』（ブランケンベルゲ，１９６２年）におけるグ

レニソンとイグネの共同署名論文(10)，ベルギー王立文書官研究員（当時）アー

ルツの論文「中世後期ブラバン公領会計簿と歴史研究」（１９８２年）(11)，そしてフ
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ランス学界における都市全体史の流れを汲むルゲのレンヌ財政研究（１９６８年），

リゴディエールのサン＝フルール行・財政研究（１９８２年），クローゼルのリル

財政研究（１９８２年）であった(12)。

その後この分野の研究は大きく進展し，基本的な財政・租税史料類型に関し

て言えば次のような研究あるいは国際研究集会報告集が出版され，われわれの

知見を豊かにしてくれる。まず特筆すべきは，フランス領邦財政を足がかりに

財政・租税史料論を大胆に展開したケレルヴェ［１３］である。彼は，自身の研究

領域であるブルターニュ公領財政史の立場から，中世後期における財政・租税

関係史料群の爆発的増加の背景の説明（①文化的技術的変化：数字文化の浸透，

教会国家機関の成長と教皇税制の発展，貨幣商業経済と紙の普及，②財政問題

の浮上：国家・領邦・都市における経費膨張，中世後期の危機，租税の導入）

に始まり，財政管理，財源の認識と査定，計算と監査の３つの局面での史料類

型の在り方と史料の限界（射程）に関する議論を整理する。そして財政・租税

史料活用時の困難（読解困難，複雑な財政機構と専門用語，多様な度量衡や貨

幣の使用，ステレオタイプ的性格，化石化項目の存在，会計役人の無頓着さ）

と多様かつ分散的・断片的伝来もさることながら，史料がもつ豊かな情報を高

く評価する。

仏西両学界の共同研究『中世都市税制（南仏，カタルーニャ，カスティリャ）

第１巻 史料研究』（１９９６年）［１５］は，全４冊を数える仏・西の共同研究チーム

による堅固な個別実証研究の第１巻であり（他の３冊については，［１９］［２０］

［２１］を参照），財政・租税史料に焦点を当てている。ヨーロッパ学界において

財政史の分野で史料研究と銘打った共同研究は初めての試みではないだろうか。

本書では，財政・租税史料の伝来状況の把握，記録の来歴・記載様式・会計専

門用語の検討・会計制度の展開が個別都市の事例研究の中で考察されている。

特に都市会計簿と租税帳簿（タイユ）の史料の特徴や作成の経緯などに関する

叙述は有益である。

都市会計簿を主たる史料とし，タイユ帳簿，税額査定帳簿，ぶどう酒税帳簿

など，その他財政関連書記録を網羅した都市財政研究として，現在クレルモ

ン＝フェラン第２大学教授で，リゴディエールの高弟の１人であるガルニエ
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『コンシュラとその財政。１１８７年から１４６１年までのミヨ』（２００６年）［２７］は近年

では白眉であろう。コンシュラの１１８７～１３世紀末および１３５６～１４６１の財政制

度・収支構成と財務役人（収入役など）のプロソポグラフィ研究の２元構成か

らなり，中世都市財政史研究の現在最も優れた研究である（研究史の整理，伝

来史料の体系的把握と各種会計史料類型の特徴についての叙述も有益である）。

ところで国王・領邦会計簿に関しては，次のような現状であるといえよう。

フランス国王財政研究は事実上進んでおらず，むしろ領邦財政のほうが盛んで

ある（これは伝来史料の保管状況が大きく関係している）。いくつかの事例を

挙げれば，ブルターニュ公領財政はケレルヴェ，ブルボン公領財政はマテオー

ニ，サヴォワ伯領財政はカステルヌオーヴォ，ギルレ，アンダンマッタン，ケ

ルシュザンらの研究，ブルゴーニュ公領財政はファン・ニューウェンハウゼン，

デュボワ，ロジエ，シュネルヴなど，実に多彩な研究者を上げることができ，

彼らの研究は例外なく伝来史料そのものに関する詳細な分析を見出すことがで

きる。

フランス国王財政の立ち遅れははなはだ残念であるが，それだけに最近の

フィリップ４世治世の貨幣・税制・財政をめぐる国際研究集会（Contamine，

Kerhervé et Rigaudière［１７］）とラサルモニによるルイ１１世治世の財政研究（Las-

salmonie［３４］）は，特筆に価しよう。とりわけラサルモニの研究は，伝来史料

についても十分配慮した叙述を行っており，国王財政史料論としても価値ある

貢献である。また Delmaire［１２］は，仏王フィリップ６世とアルトワ女伯マオと

にかかわる１３２９年３月２８日付の一通の会計記録を取り上げ，借り入れ問題をめ

ぐって同時代人でも会計記録の理解に苦しんでいたという一面を論じており，

会計記録の複雑さ，信頼性の問題に接近した論文である。

租税帳簿（registre de taille ou fouage，rôle de taille，cherche de feux）

直接税の徴収記録（タイユ収入会計簿など）の史料的性格とその利用上の注

意点については，イグネ＝ナダル『１４世紀ペリグーのタイユ会計簿と人口史史

料』（１９６５年）が最重要文献であり，課税最小単位《かまど feux》に関する分析

はきわめて有用である。この種の史料類型を使った最近の研究では，２０００年に
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開催された大規模な国際研究集会『中世の租税。国家課税と領主的徴収。１２世

紀末から１６世紀初頭まで』（２００２年）［１６］の所収諸論文を外すことはできない。

この国際研究集会では，中世課税権の根拠と戦略，国家・領邦・都市・教会税

制，直接税と間接税，租税訴訟といった多彩な主題が取り上げられ，中世財政・

租税史の現在の到達点を画するものである。本書からは財政・租税問題をめぐ

る研究者層の厚さとそこでの白熱した議論を読み味わうことができる。本書で

は多くの研究が直接税（fouage）を対象にしている。国王・領邦・都市財政の

枠内での史料の伝来状況，税制の制度的展開，収益性，担税能力の調査・査定・

税額計算，担税者との交渉あるいは対立を描いており，直接税研究のための基

本的知識を得ることができる。具体的には次のような文献が有益である。すな

わち Dubois［２６］（１４世紀ブルゴーニュ公領）；Garnier［２８］（１４世紀末南仏都市ミ

ヨ）；Kerhervé［３１］（１５世紀ブルターニュ，サン・ブリウ司教区）；Lardin［３２］（１４

世紀後半ノルマンディー東部）；Lassalmonie［３５］（１４～１５世紀王国内の輸出税

forain）；Mattéoni［３６］（中世末ブルボン公支配下のフォレ伯領）；Weidenfeld［４１］

（１５世紀国王タイユ関連訴訟）である。

さらに２００１年に開催された地中海沿岸地方における中世都市租税をテーマと

する国際研究集会報告集『１３世紀～１５世紀における地中海西欧諸都市における

租税』（２００５年［２２］）にも，都市における直接税を扱った論文を多く見出すこ

とができる。この国際研究集会は，前述した中世都市税制に関する仏・西両学

界の共同研究の発展型であり，イタリア学界も加わって地中海沿岸諸都市のさ

まざまな事例が報告され，租税政策，国王税制と都市税制との並存，反税闘争，

といった問題に接近した論文が目立つ。史料に沈潜したものは少なく，むしろ

数量分析，課税をめぐる政治力学的分析を意図しているようである。従ってこ

の国際研究集会報告集では，都市を舞台としながらも財政・租税史料に対する

眼差しは弱い。

フランス中世農村における租税についても近年豊かな成果が現れた。すなわ

ち２００２年に開催されたフランス経済・財政史委員会主催の国際研究集会『農村

の租税。近代的と言われる国家の危うい基盤』（２００５年［１８］）である。農村に

おける租税の研究は都市に比べると久しく立ち遅れていた。この国際研究集会
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報告集に収載されている諸論文は大半がアンシャン・レジーム期のものである

が，中世を対象とする論文でも租税記録の伝来状況とその種類への配慮が見ら

れる(13)。農村に伝来する租税記録は多様で，カタログ化もまだ不十分という。

今後の研究方向として，租税をめぐる都市－農村関係論の考察が不可欠となろ

う。

さらにベック（パリ第１大学）による『アーカイヴ史料の考古学。ブルゴー

ニュの戸数調査簿への古書冊学・文書形式学的接近（１２８５～１５４３）』（２００６年）［９］

は，国立古文書学校研究叢書の１冊として刊行された，租税史料に関するおそ

らく最初の史料論研究である。この記録は，ブルゴーニュ地方でかまどを持つ

家長の人名リストで，バイイ管区毎に，都市では教区毎に作成され，直接税の

査定にも利用された記録であり，これまで特に人口・人名研究に利用されてき

た。本書はブルゴーニュ公領内の記録の伝来状況を網羅的に調査し，使用され

ている紙，罫引きと頁付け，調査行程，文言，査定，領収などについて詳細な

分析を行い，この種の記録の性格がよくわかる研究である。

税額査定帳簿（assiette de l’impôt，estime，compoix，cadastre）

前述したウォルフとリゴディエールによる研究以降，この記録に対する関心

は高くなり，中世財政・租税史料研究では最も研究が進んでいる史料類型であ

る。代表的な史料研究として次の３冊の成果を挙げたい。この史料類型は，直

接税徴収のための税額査定を目的とした記録であり，地域によってさまざまに

呼び習わされている。そして従来，財政史だけでなく人口・社会地誌（不動産

や職種の分布）分析のためにもよく利用されてきた。この史料類型は大きく分

けると２種類ある。エスチームは課税対象としてまず人間を対象とし，それか

ら彼の家産の構造と価値を決めるもので，租税記録としての性格が強い（コン

ポワも同様）。しかしカダストルは，家産（その中でも不動産）の把握と計測・

査定を主眼とし，その所有者への関心は二次的である点で，財産目録に近い(14)。

『タルン地方のコンポワとカダストル（１４～１５世紀）』（１９９２年）［１４］は，南仏

の一地方における税額査定帳簿の史料研究である。本書の大部分は現タルン地

方の３２４コミューンに伝来するコンポワなどの税額査定帳簿カタログ作成に充
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てられている。序論に中世とアンシャン・レジーム期におけるコンポワをめぐ

る研究の現状が論じられており，とりわけ中世を担当したビジェの論文(14)はコ

ンポワの歴史と利用方法に関する絶好の手引書である。

『コンポワとその利用』（２００１年）［１０］は，南仏の都市・農村共同体に伝来す

るコンポワに関する研究集会報告集であり，１３本の所収論文中，中世を対象と

する論考は５本である。本書ではコンポワは租税史料としてよりも定住地の地

誌再現や財産構成の分析のために使われており，そうした観点からのコンポワ

史料論に関する叙述が充実している研究として，ブランによるユゼスの事例研

究，ドマイユによるロデヴの事例研究が挙げられる(16)。

『ヨーロッパにおけるエスチームからカダストルへ。中世編』（２００６年）［２３］

は，西欧における税額査定帳簿系の記録を対象とした初の国際研究集会であり，

現時点における研究の到達点であり，同時に始めて国際比較の観点も取り入れ

たものである。巻頭を飾るリゴディエール論文(17)は，この史料類型に関する網

羅的な研究史（１９世紀末から現在まで），作成契機（不公平な租税配分に端を

発する社会的緊張の緩和），記録の性格（基本的に都市的，市当局が作成決定・

指導。しかし地域的あるいは農村的性格を持つこともある），作成を担う専門

家集団（都市から都市へと移動しながら作成業務を請け負った遍歴チームの存

在），調査方法と課税対象（身分・性別・家族構成などの人的情報，動産・不

動産などの物的情報，不動産の立地名などの空間的情報をあわせた調査・位置

確認・測量・評価）などについて簡潔に整理している。本書に収録されている

２３論文のうち，ローマや中世初期を対象とする論文などを除くと，対象とする

地域は南仏（１０本），イタリア（３本），スペイン（４本），南ネーデルラント

（１本）となっており，豊かな比較材料が提示されている。史料論の観点から

興味深い議論を展開している論文として，１４１４年コムタ・ヴネサン（ヴナスク

伯領：教皇領）のカダストルを長年分析しているゼルネル（［４２］）(18)，１４世紀

から１６世紀にかけてのラングドックにおけるエスチーム・コンポワからカダス

トルへの移行を，イタリアの事例を踏まえつつ，呼称，記載内容を手がかりに

分析したラルギエ（［３３］），ルエルグ地方のエスチームの序文，作成委員会，

作成方法，住民個人による財産目録申告を論じたガルニエ（［２９］），１５世紀ロ
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ラゲ地方のエスチームを対象としたマランデ（［３７］），１４～１５世紀ラングドッ

ク地方のエスチームとコンポワを多く取り上げたアベ（［２４］），１４５１年の農村

コンポワを取り上げたオトフィユ（［３０］），を挙げておきたい。

ところでエスチームは主に南仏諸都市に伝来する記録であるが，その中で

もっと多くの伝来数と情報の詳細さを誇るのが１４６４年のヴィヴァレ地方のエス

チームであり，７７記録が伝来している。この大規模調査は，フランス国王ルイ

１１世に対して新しいタイユ徴収に同意を与えたラングドック地方三部会が３ヶ

月で実施したものである。ラングドックのタイユ担税者の動産・不動産全体を

調査することを目的とし，１５世紀中葉のヴィヴァレ社会を誠実に代表する記録

とみなされている（ただし調査では財産所有者の２／３をカヴァーするのみで，

さらに貧困者は除外されている，などの限界はある）。この史料に対してはこ

れまで４０を超える研究が対象としてきており，関心の高さが窺える(19)。

間接税関係記録

中世後期の都市財政において間接税は重要な地位を占める。しかし間接税に

関係する史料については驚くほど研究蓄積が少ない。間接税の代表的な種類と

しては，ぶどう酒税，粉挽き税，塩税，入市税，取引税などがある。個別都市

財政史研究において論じられることは多いが，史料の伝来状況，史料類型，史

料の性格と射程，といった論点から間接税関係諸記録に接近した研究はほとん

どないというのが現状である(20)。最近の研究から間接税関連諸記録に関する記

述を含む研究として，１３９６～１３９７年南仏都市ミヨの徴税請負入札記録を分析し

たガルニエ（［２８］），同じくミヨの家畜・商品に課されたバール税を取り上げ

たデルマス（［２５］），アンジェの市門を出入りする物資・商品に課されたクロ

ワゾンと呼ばれた間接税を扱ったルソー（［４０］）が挙げられよう。さらに，ピ

ント（［３８］）とピュイグ（［３９］）はそれぞれルシヨン地方とその周辺地域にお

ける関税，通行税，商品通過税などを分析し，史料として税表や税制関連文書

を利用している点が特徴的である。しかしこれらの研究でも史料に対する総合

的な叙述には程遠く，とにかく史料の伝来状況の系統的調査から着手する必要

があろう(21)。
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３．会計技術の史料論

ここでは厳密な意味での史料論ではないが，史料論を補完する意味で重要と

思われる１冊の書物を取り上げたい。コケリー，ムナン，ウェーバー編『書き，

計算し，測る。実務的合理性の歴史に向けて』（２００６年）（［１１］）は，歴史学者，

民族誌学者と現代経済学との対話の難しさという現状認識から，それを打破す

べく，「書く・計算する・測る」という認識手段，経済的計算利用の発展にお

ける社会的・知的諸条件を考察した論文集である。本書には中世財政・租税史

料論に関するきわめて興味深い論稿が掲載されており，それは財政・租税史料

の総合的理解に益するだけでなく，財政・租税制度の理解のために必要不可欠

な知識を与えてくれる。

ムナンは，実務的文書の普及・発展を国家の行財政，立法の分野での文書利

用，所領・領主領行政における文書利用，そして商業文書の遅れ，家政文書（農

民の家計簿など），公証人文書を取り上げながら論じ，文書の機能として，状

況と取引の記憶，監査，計画，予測を挙げる(22)。ポルテは西欧中世における計

算方法を，ローマ数字とアバカスの使用，アラブ・インド数字の出現と普及

（インド式計算の西欧への導入は１１４０－１１５０年頃らしい）について論じる。ア

バカスは１７世紀頃まで使用され，１から９までの数字と０（ゼロ）は１２世紀中

頃から１６世紀にかけて広がった。それに伴い商人の修行のやり方も１４世紀に大

きく変化したという(23)。クーヘンブッフはタイユなどの徴税に用いられる刻み

棒（baguettes de taille；baguette à entailles）に関する主に北欧・ドイツ学界の

研究成果に基づく動向論文をまとめ，この資料に関する重要な学術的見解を提

示している。彼は，図像データを用いながら西欧各地に散在する刻み棒の象徴

性（領主権力の象徴）を分析している。さらにごく僅かな文書史料を用いて，

領主管理の現場，都市，村落という３つの次元における刻み棒の使用状況と意

味がそれぞれ異なっていることを論じている(24)。

特定の史料類型を扱った論稿として，貨幣史家ボンペールは両替商手引書(25)，

ギルレとカステルヌオーヴォはサヴォワ城主支配領会計簿(26)，オトフィユはケ

ルシーの農民家政記録（livres de raison）を取り上げ(27)，図像を用いながら史
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料の伝来状況，記載内容，性格などに関して深い分析を行っている。特にギル

レとカステルヌオーヴォは，短い論文ながら１３世紀と１４～１５世紀における会計

記録記載様式の変化をサヴォワ公領内での行財政組織再編との関連で考察し，

１３世紀と１４世紀の典型的な会計記録６通の断片的図像を用いながら，視覚的に

も会計記録の記載様式の変化を理解できるように工夫している。

お わ り に

本稿では，１９９０年代から２００７年までの間に刊行されたフランス中世後期財

政・税制に関する膨大な業績の中で，特に史料論に関わる分析を含む仕事を

ピックアップし，その内容紹介を通じて，フランス中世学界における史料研究

の現状の一端を垣間見ることを試みた。具体的な手続きとしては，まず財政・

租税史料の刊行状況とその特徴をあげて，次にフランス中世財政・租税史で主

たる素材として利用される史料類型（会計簿，租税帳簿，税額査定帳簿，間接

税関係記録）に応じて大まかな研究動向を整理した。そして財政・租税史に関

連する補完的分野における主要な研究成果にも触れた。そこで明らかになった

ことは，中世史家の財政・租税制度および関連史料に対する幅広い関心の共有

とケーススタディーの蓄積である。そして研究蓄積から必然的に生まれた史料

そのものへの関心の強まりである。ベック［９］のような研究の出版がそのこと

を象徴している。

最後に今後の研究課題を挙げておきたい。まずは間接税関係記録の系統的分

析である。直接税関係記録に比べて，間接税に関しては史料の類型化自体ほと

んどなされておらず，史料の伝来状況もよくわかっていないというのが現状で

ある。代表的な間接税であるぶどう酒税や粉挽き税について，実際にどのよう

な種類の記録が作成され，利用されていたのか，伝来しているものはどのよう

な種類のものなのか，また現場で使われた記録と公的な管理記録とはどのよう

な関係にあったのか，など検討すべき課題は多い。これは塩税についても同様

である。

次に，都市評議会議事録や住民総会議事録といった市当局作成の行政記録か
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ら財政・租税関係の記述を抜き出して，記録として伝来していないが同時代に

存在した財政・租税関係業務（およびそれに伴う記録作成）の形跡をたどる作

業が必要であろう。日常業務のひとつである会計業務の全容を明らかにするこ

とは望めなくても，骨組みくらいは見えてくるのではないだろうか。もちろん

現状では行政記録自体，伝来状況の調査が不十分であるので道のりはまだまだ

遠いけれども。

※本稿は，①２００５年～２００６年西南学院大学在外研究（A），②平成１７年度～平成

１９年度科学研究費補助金基盤研究（B）「西欧中世比較史料論研究」（研究代表

者岡崎敦），による研究成果の一部である。

【註】

(1) フランス経済・財政・産業省が後援しているフランス経済・財政史委員会主催の
国際研究集会は1990年代から盛んに財政・租税をテーマとしてきた。また1969年
以来毎年特定テーマを選んで開催されている高等教育関係中世史家学会
（SHMESP）や1979年以降農村史で未開拓のテーマを取り上げてきたフララン国際
研究集会，さらにフランス全国諸学会連合（Congrès National des sociétés savantes）
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diocèse de Saint-Brieuc, dans [21] 2002, t.2, pp.369-443 ; Rigaudière, A., Voyager pour
administrer : les émissaires sanflorains en Auvergne et dans le royaume (1393-1394), dans
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約の伝来数は限られている。例えば，ディジョン（1360年），カストル（1383年），
カステルジャルー（1386年），トゥールーズ（1390年），アルビ（1390年頃），ベジ
エ（1398年）などである（Ibid ., pp.46-47 ; Larguier [33] p.242-244)。
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fasc.18, Turnhout, 1976.
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(11) Aerts, E., Les comptes du duché de Brabant au bas Moyen Age et la recherche historique,
dans Bulletin trimestriel du Crédit communal de Belgique, no 142, 1982, pp.275-294.本
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1968 ; Rigaudière, A., Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Age. Étude d’histoire
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(14) Rigaudière, A., De l’estime au cadastre dans l’Occident médiéval : réflexions et pistes de
recherches, dans [23] 2006, pp.16-17.
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dans [14] 1992, pp.29-63.
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terre. Le Comtat Venaissin pontifical au début du XVe siècle, École française de Rome,
Rome, 1993を参照。
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(20) ぶどう酒税に関しては，伝来史料と税システムに関して論じた拙稿「中世後期フ
ランス都市財政におけるぶどう酒税について」田北廣道・藤井美男編著『ヨーロッ
パ中世世界の動態像。史料と理論の対話。森本芳樹先生古稀記念論集』九州大学
出版会，2004年，517-541頁。本稿脱稿後に入手したぶどう酒税関係史料に関する
論文として，ぶどう酒税記録を用いた次の研究がある。Bernad, L., La vigne et le vin
dans la vie millavoise au XIVe siècle à travers les registres de l’impôt du soquet, dans
Découverte du Rouergue meridional. Annales de l’Université populaire du Sud-Rouergue,
1989-1990 , 1992, pp.161-174.

(21) 間接税関連諸記録に関する調査方法の参考例としては，Bochaca, M., Typologie, ap-
ports et limites des sources fiscales urbaines en Bordelais. L’exemple de Saint-Émilion
(fin XVe-début XVIe siècle), dans [15] 1996, pp.29-36.

(22) Menant, Fr., Les transformations de l’écrit documentaire entre le XIIe et le XIIIe siècle,
dans [11] 2006, pp.33-50.

(23) Portet, P., Les techniques du calcul élémentaire dans l’Occident médiéval : un choix de
lectures, dans [11] 2006, pp.51-66.

(24) Kuchenbuch, L., Les baguettes de taille au Moyen Age : un moyen de calcul sans écri-
ture?dans [11] 2006, pp.113-141.領主管理の場では在地経済の私化，徴税から会計簿
提出までの領主管理の中心で頻繁に用いられた。都市の場では，職人や商人が製
造工程管理・商品移動購入と支払いの間に発生する時差を明確に知るために使用
された。村落では一年を通じての仕事配分や協業の管理のために利用された。な
おクーヘンブフの研究以外に中世における刻み棒に関するフランス語圏の文献と
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dans Évocations, La pierre et l’écrit , Grenoble, 1991, pp.63-75.を挙げておきたい。そ
こでは，村落共同体が各家長の担税額情報の記録として刻み棒を使用する目的に
ついて興味深い議論がなされている。すなわち高価な羊皮紙や紙を使わずに棒切
れである刻み棒を，ラテン語ではなくオック語を，ラテン数字・文字ではなく独
自の記号を使い続けたのは，領主側に担税額などの経済的情報を伝えるとそれが
永続的記録として残され，将来の課税基礎として利用される恐れがあり，それを
回避するためであったとされる。

(25) Bompaire, M., Compétences et pratiques de calcul dans les livres de changeurs français
(XIVe-XVe siècles), dans [11] 2006, pp.143-162.

(26) Guilleré, Ch., et Castelnuovo, G., De la comptabilité domaniale à la comptabilité d’État :
les comptes de châtellenie savoyards, dans [11] 2006, pp.213-230.

(27) Hautefeuille, F., Livre de compte ou livre de raison : le registre d’une famille de paysans
quercynois, les Guitard de Saint-Anthet (1417-1526), dans [11] 2006, pp.231-247.

【末尾掲載史料図版の典拠】

本稿末尾に掲げた史料9点は，都市会計簿など本稿で取り扱った史料類型であり，史料
の特徴や記載様式を理解するための一助とすべく一部を掲載したものである。
(1) 1466年リルの都市会計簿

典拠：Clauzel, D., Finances et politique à Lille pendant la période bourguignonne,
Dunkerque, 1982, p.119.

(2) 1494年ノルマンディー地方ジエ Gié領主領所領会計簿
典拠：Documents du XVe siècle des Archives de la Manche.Catalogue de l’exposition or-
ganisée par les Archives départementales de la Manche, Saint-Lô, 1998, p.32.

(3) 1315年ミヨMillauの財産税 per solidum et libram帳簿
典拠：Garnier [27] p.35.

(4) 1488年ドラジェイ Dragey教区のモネアージュ（フアージュ）帳簿
典拠：Documents du XVe siècle des Archives de la Manche. Catalogue de l’exposition
organisée par les Archives départementales de la Manche, Saint-Lô, 1998, p.56.

(5) 1464年ヴィヴァレ地方のエスチーム（Saint Saornin de Avalon）
典拠：Valladier-Chante, R., Vallon-Pont-d’Arc à la fin du Moyen Age.Une communauté
paysanne du Vivarais : Saint Saornin de Avallon , Valence, 1993,

(6) 1444年ミヨのコンポワ
典拠：Garnier [27] p.45.

(7) 1461年アンブラン Embrunのカダストル
典拠：Montpied, G., et Rouault, J., Du texte au graphe : Établissement d’une carte du
parcellaire à partir des données de deux cadastres de la fin du Moyen Age, dans Biget, J.-
L., Hervé, J.-C., et Thébert, Y., (éd.), Les cadastres anciens des villes et leur traitement
par l’informatique. Actes de la table ronde organisée par le Centre d’histoire urbaine de
l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud avec la collaboration de l’École française de
Rome et du CNRS (Saint-Cloud, 31 janvier-2 février 1985) , École française de Rome,
Rome, 1989, p.374.

(8) 1367年ミヨのぶどう酒税記録
典拠：Garnier [27] p.53.

(9) 1130年～1350年の間のブリゲン Bryggenの刻み棒（タイユ棒）
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典拠：Kuchenbuch, L., Les baguettes de taille au Moyen Age : un moyen de calcul sans
écriture?dans [11] 2006, p.125.
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－２０－ フランス中世財政・租税史料論の動向



【参考史料】 （１）１４６６年リルの都市会計簿

フランス中世財政・租税史料論の動向 －２１－



（２）１４９４年ノルマンディー地方ジエ領主領所領会計簿

－２２－ フランス中世財政・租税史料論の動向



（３）１３１５年ミヨの財産税帳簿

フランス中世財政・租税史料論の動向 －２３－



（４）１４８８年ドラジェイ教区のモネアージュ（フアージュ）帳簿

－２４－ フランス中世財政・租税史料論の動向



（５）１４６４年ヴィヴァレ地方のエスチーム（サン・サオルナン・ド・アヴァロン）

フランス中世財政・租税史料論の動向 －２５－



（６）１４４４年ミヨのコンポワ

－２６－ フランス中世財政・租税史料論の動向



（７）１４６１年アンブランのカダストル

フランス中世財政・租税史料論の動向 －２７－



（８）１３６７年ミヨのぶどう酒税記録

－２８－ フランス中世財政・租税史料論の動向



（９）１１３０年～１３５０年の間のブリゲンの刻み棒（タイユ棒）

フランス中世財政・租税史料論の動向 －２９－




